
利用者各位 

社会福祉法人あさぎり福祉会 

理事長   久 保 順 一 

苦情申出窓口の設置について 

 

社会福祉法第８２条の規定により、当福祉会では利用者の皆様からの苦情に適切に対応するため体制を整えました。 

当福祉会における苦情解決責任者、苦情解決管理者、苦情受付担当者及び苦情解決地域相談員（第三者委員）を下記の通り設置

し、苦情解決に努めることにしておりますのでお知らせします。 

記 

１ 苦情受付体制 

   ＜苦情処理対応者＞ 

部  門 役  割 氏  名 職  名 

法 人 全 体 苦情解決責任者 久 保 順 一 理 事 長 

法 人 全 体  苦情解決管理者 宇 都 祐 二 施 設 長 

法 人 全 体 苦情受付担当者 山 下 実千雄 事 務 長 

指定介護老人福祉施設 

指定短期入所生活介護 

介護予防短期入所生活介護 

   〃 

   〃 

   〃 

 

吉 田 哲 郎 

 

特養係長兼生活相談員 

指定居宅介護支援事業    〃 椎 屋  純 管理者（居宅係長） 

指定訪問介護事業 

指定居宅介護事業 

総合事業訪問介護 

   〃  

   〃 

   〃 

 

森 山 眞喜子 

 

訪問係長兼サービス提供責任者 

指定通所介護事業 

総合事業通所介護 

   〃 

   〃 

石 原 基 樹 通所係長兼生活相談員 

認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

   〃 

   〃 

谷  美由紀 管理者（グループホーム係長） 

認知症対応型共同生活介護（2号館） 

介護予防認知症対応型共同生活介護（2号館） 

   〃 

   〃 

河 内 和 行 高城事業所長代行兼 

管理者（グループホーム係長） 

  ＜山田事業所・高城事業所 第三者委員＞  

委員名 職 名 連   絡   先 

折田 美孝 あさぎり福祉会監事 都城市山田町山田４５７０－４     TEL ６４－１６７３ 

及川 達郎 あさぎり福祉会評議員 都城市山田町中霧島３１７４－７    TEL ６４－３１１３ 

 

２ 苦情解決の方法 

 ① 苦情受付 

   苦情は面接、書面等により苦情受付担当者が随時受付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申出ることもできます。 

 ② 苦情受付の報告・確認 

   苦情受付担当者が受付けた苦情を苦情解決管理者に報告し、必要に応じて第三者委員（苦情申出人が第三者委員への報告を拒

否した場合を除く）に報告します。その際、第三者委員は苦情の内容を確認し、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知しま

す。 

   苦情解決管理者は、苦情となった経緯とその対応について苦情解決責任者に報告します。 

 ③ 苦情解決のための話し合い 

   苦情解決管理者は、誠意を持って苦情申出人と話し合い解決に努めます。その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立会い並

びに苦情解決責任者の立会いを求めることが出来ます。 

    第三者委員の立会いによる話し合いの手順は次のとおりです。 

   ア、苦情の内容の確認 

   イ、解決案の調整・助言 

   ウ、話し合いの結果や改善事項等の確認 

    苦情解決管理者は、苦情解決処理結果を苦情解決責任者に報告します。 

 ④「宮崎県福祉サービス運営適正化委員会」の紹介（介護保険事業者は国保連、市町村も紹介） 

   本事業者で解決できない苦情は、宮崎県社会福祉協議会（宮崎市原町２－２２ 宮崎県福祉総合福祉センター内 TEL０９８５－６０

－０８２２）に設置された運営適正化委員会に申し立てることが出来ます。 


